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諮問庁：文部科学大臣 

諮問日：平成３０年２月１３日（平成３０年（行情）諮問第８８号及び同第９

０号） 

答申日：平成３０年５月２３日（平成３０年度（行情）答申第７０号及び同第

７１号） 

事件名：学習障害の障害特性が記載されている文書の不開示決定（不存在）に

関する件 

発達障害の判定手続等が記載されている文書の不開示決定（不存

在）に関する件  

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   別紙に掲げる文書１及び文書２（以下，併せて「本件対象文書」とい

う。）につき，これを保有していないとして不開示とした各決定は，妥当

である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく各開示請求に対し，平成２９年１０月１１日付け２９受

文科初第１７８０号及び同第１７８２号により文部科学大臣（以下「処分

庁」又は「諮問庁」という。）が行った各不開示決定（以下，併せて「原

処分」という。）について，その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人が主張する審査請求の理由は，各審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

  開示請求に係る行政文書を作成又は取得している。      

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 審査請求書１（平成３０年（行情）諮問第８８号） 

（１）審査請求に係る行政文書等について 

    本件審査請求に係る行政文書は，「特定課に対する開示請求 学習障

害の障害特性が記載されている文書」（文書１）である。 

    文書１につき，不存在のため，不開示（原処分）としたところ，審査

請求人から，原処分の取消しを求める旨の審査請求がされたところであ

る。 

（２）文書１の不存在について 

    「学習障害」は「小・中学校におけるＬＤ（学習障害），ＡＤＨＤ
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（注意欠陥／多動性障害），高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制

の整備のためのガイドライン（試案）」において，「基本的には全般的

な知的発達に遅れはないが，聞く，話す，読む，書く，計算する又は推

論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状

態を示すものである。」と定義されており，文書１における「学習障害

の障害特性」とは左記の状態を指すものと解されるが，文書１は文部科

学省特定課において法令上作成が義務付けられているものではなく，ま

た念のため課内の執務室，書庫等を探索したが，文書１の内容に係る文

書の存在は確認できなかった。 

（３）原処分に当たっての考え方について 

    以上のことから，文書１が不存在のため，原処分の決定を行ったとこ

ろであり，審査請求人の請求は理由がない。 

２ 審査請求書２（平成３０年（行情）諮問第９０号） 

（１）審査請求に係る行政文書等について 

   本件審査請求に係る行政文書は，「特定課に対する開示請求 発達障

害の判定手続,判断基準が記載されている文書」（文書２）である。 

   文書２につき，不存在のため，不開示（原処分）としたところ，審査

請求人から，原処分の取消しを求める旨の審査請求がされたところであ

る。 

（２）文書２の不存在について 

   「発達障害」は発達障害者支援法２条１項において「自閉症，アスペ

ルガー症候群その他の広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多動性障害

その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢におい

て発現するものとして政令で定めるもの」と定義され，発達障害者支援

法施行令１条において「発達障害者支援法第２条第１項の政令で定める

障害は，脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現する

もののうち，言語の障害，協調運動の障害その他厚生労働省令で定める

障害」と定義され，発達障害者支援法施行規則において「発達障害者支

援法施行令第１条の厚生労働省令で定める障害は，心理的発達の障害並

びに行動及び情緒の障害（自閉症，アスペルガー症候群その他の広汎性

発達障害，学習障害，注意欠陥多動性障害，言語の障害及び協調運動の

障害を除く。）」と定義されており，本件対象文書における「発達障害

の判定手続，判断基準」とは左記の障害であるかについて判定する手続

又は判断する基準であると解されるが，文書２は文部科学省特定課にお

いて法令上作成が義務付けられているものではなく，また念のため課内

の執務室，書庫等を探索したが，文書２の内容に係る文書の存在は確認

できなかった。 

（３）原処分に当たっての考え方について 
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   以上のことから，文書２が不存在のため，原処分の決定を行ったとこ

ろであり，審査請求人の請求は理由がない。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件各諮問事件について，以下のとおり，併合し，調査審

議を行った。 

①  平成３０年２月１３日  諮問の受理（平成３０年（行情）諮問第

８８号及び同第９０号） 

②  同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

③ 同年５月８日      審議（同上） 

④ 同月２１日       平成３０年（行情）諮問第８８号及び同

第９０号の併合並びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件各開示請求について 

本件各開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

これを保有していないとして不開示とする各決定（原処分）を行った。 

これに対して，審査請求人は，原処分の取消しを求めているが，諮問庁

は，原処分は妥当としていることから，以下，本件対象文書の保有の有無

について検討する。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

（１）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，本件対象文書の保有の有

無について，改めて確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとお

り説明する。 

本件は，特定課に対して「学習障害の障害特性が記載されている文

書」及び「発達障害の判定手続，判断基準が記載されている文書」の開

示を求めるものであるところ，特定課において，当該請求に関連すると

考えられる文書の検索を行政文書ファイル管理簿にて行うとともに，特

定課の執務室及び書庫等を探索したが，該当する文書の存在は確認でき

なかった。  

また，諮問に際して，改めて行政文書ファイル管理簿を検索するとと

もに，特定課の執務室及び書庫等を探索したが，該当する文書の存在は

確認できなかった。 

なお，審査請求人が摘示する特定課においては，学習障害や発達障害

に係る施策は担当していない。 

（２）文書１及び文書２を保有していないとする諮問庁の上記（１）の説明

に特段不自然・不合理な点はなく，また，これを覆すに足りる事情も認

められないことから，文部科学省において本件対象文書を保有している

とは認められない。 

３ 本件各不開示決定の妥当性について 
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以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした各決定については，文部科学省において本件対象文書を保有し

ているとは認められず，妥当であると判断した。 

（第５部会） 

  委員 南野 聡，委員 泉本小夜子，委員 山本隆司 
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別紙（本件対象文書） 

 

文書１ 特定課に対する開示請求 学習障害の障害特性が記載されている文書 

文書２ 特定課に対する開示請求 発達障害の判定手続，判断基準が記載され

ている文書 


